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税
に
関
す
る
手
続
き
の
お
知
ら
せ

　

令
和
5
年
4
月
か
ら
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
と
軽
自
動
車
税
種
別
割
で
新

し
い
納
付
方
法
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト

納
付
書
に
印
字
さ
れ
た
「
e
L
ー

Q
R
」

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
の
読
み
取
り
、
ま
た

は
「
e
L
番
号
」
を
入
力
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
等
を
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

※�

納
付
方
法
に
よ
っ
て
は
手
数
料
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
ア
ク
セ
ス

に
係
る
通
信
料
の
負
担
が
必
要
で
す
。

※�

詳
細
は
「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

全
国
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

「
e
L
ー

Q
R
」（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
が
印

字
さ
れ
て
い
る
納
付
書
は
、
納
付
書
裏

面
に
記
載
の
あ
る
金
融
機
関
以
外
で
も

納
付
が
で
き
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

「
e
L
ー

Q
R
」（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
が
印

字
さ
れ
て
い
る
納
付
書
は
、「
e
L
ー

Q
R
」（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
に
対
応
す
る
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
読
み
取

る
こ
と
で
納
付
で
き
ま
す
。

納
付
可
能
な
金
融
機
関
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
は
地
方
税
共
同
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※�

「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
は
（
株
）
デ
ン
ソ
ー

ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課

　

蘂
95
―

１
１
１
３

軽
自
動
車
の
車
検
で
納
税
証
明
書
の

提
示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
し
た

　

令
和
5
年
1
月
か
ら
軽
自
動
車
税
納
付

確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
J
N
K
S
）
の
運
用

に
よ
り
、
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
の
車

検
は
、
継
続
検
査
窓
口
で
の
納
税
証
明
書

の
提
示
が
原
則
不

要
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
輪
の
小
型
自

動
車
（
排
気
量

２
５
０
ｃ
ｃ
超
の

二
輪
車
）
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
納

税
証
明
書
の
提
示

が
必
要
で
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

登
記
あ
り
家
屋　

法
務
局
（
春
日
井
市
）
で
滅
失
登
記
を

し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
な
し
家
屋　

役
場
税
務
課
で
取
り
壊
し
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車

廃
車
・
譲
渡
し
た
ら　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
標
識
交
付
証
明

書
を
持
参
し
、
役
場
税
務
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

購
入
し
た
ら

販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証
明
書
を
持

参
し
、
15
日
以
内
に
役
場
税
務
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

住
所
な
ど
申
告
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車
以
外
の
手
続
き
場
所

三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所

小
牧
支
所

蘂
０
５
０
ー

３
８
１
６
ー

１
７
７
３

 

普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
１
２
６
ｃ

ｃ
以
上
の
二
輪
車

中
部
運
輸
局
愛
知
運
輸
支
局　

小
牧
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所

蘂
０
５
０
ー

５
５
４
０
ー

２
０
４
８

固
定
資
産
税
台
帳
縦
覧

　

令
和
５
年
度
固
定
資
産
税
（
土
地
、
家

屋
）
の
台
帳
の
縦
覧
を
お
こ
な
い
ま
す
。

日 

時　

４
月
３
日
（
月
）
か
ら
５
月
１
日

（
月
）　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

場
所　

税
務
課

そ 

の
他　

本
人
確
認
の
で
き
る
も
の
（
免

許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
課　

蘂
95
ー

１
１
１
３

紙
の
納
税
証
明
書
が
必
要
と
な
る
場
合

▽�

納
付
し
た
ば
か
り
の
た
め
、
軽

J
N
K
S
に
納
付
情
報
が
登
録
さ
れ
て

い
な
い
場
合

※�

納
付
情
報
の
登
録
に
は
数
日
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▽�

中
古
車
購
入
直
後
の
場
合

▽�

他
の
市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
た
直
後
の

場
合

▽�
対
象
車
両
に
過
去
の
未
納
が
あ
る
場
合

　

詳
し
く
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
ご

確
認
く
だ
さ
い
。「
地
方
税
共
同
機
構　

軽

J
N
K
S
」


